
事件の番号 件 名 議決の結果 議 決 の 理 由

歳出については、総務費、地域支援事業費

及び予備費を補正し、歳入については、国

・県支出金、支払基金交付金及び繰入金を

補正するものであり、必要やむを得ないも

のと認めた。

歳出については、総務費、保険給付費及び

諸支出金を補正し、歳入については、国民

健康保険料、県支出金、繰入金及び繰越金

を補正するもので、必要やむを得ないもの

と認めた。

歳出については、総務費及び後期高齢者医

療広域連合納付金を補正し、歳入について

は、繰入金及び繰越金を補正するもので、

必要やむを得ないものと認めた。

歳出については、農業集落排水費及び災害

復旧費を補正し、歳入については、繰入金

を補正するもので、必要やむを得ないもの

と認めた。

継続事業について、工事内容及び工事期間

の変更等により継続費の総額及び年割額を

見直すもので、必要やむを得ないものと認

めた。

主に令和２年度予算に計上したＩＣカード

導入に係る建設改良費の令和３年度への繰

越に伴い、収入及び支出額を実施見込みに

合わせて補正するものであり、必要やむを

得ないものと認めた。

議 案
第 ９ ５ 号

令和３年度宇部市介護保険
事業特別会計補正予算
（第２回）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年(2021年)１２月２０日

  宇部市議会議長 　河　崎　　運    様

議 案
第 ９ ６ 号

令和３年度宇部市国民健康
保険事業特別会計補正予算
（第１回）

原 案 可 決

記

原 案 可 決

予 算 決 算 委 員 会 審 査 報 告 書

  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第１０９条の規

定により報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予算決算委員長  　岩　村　　誠   

原 案 可 決
令和３年度宇部市後期高齢
者医療特別会計補正予算
（第１回）

議 案
第 ９ ７ 号

原 案 可 決
令和３年度宇部市農業集落
排水事業特別会計補正予算
（第１回）

議 案
第 ９ ８ 号

原 案 可 決
令和３年度宇部市水道事業
会計補正予算（第１回）

議 案
第 ９ ９ 号

原 案 可 決
令和３年度宇部市交通事業
会計補正予算（第１回）

議 案
第１００号


